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扶養手当切下げ案の１月１日付け規則改正を大学側 

留保、勤勉手当支給率引上げ値切り案も交渉継続 

～給与決定規則一部改正案についての団体交渉(12/19)と 

交渉継続申し入れ（12/20）を踏まえ～ 

山口大学が 12 月９日に人事院勧告を受けた形で組合に提示した職員給与決定規則一部改正案の内、「労働条件

の不利益変更」にあたるとして、組合が強く反対した配偶者等に拘わる扶養手当支給額の段階的切下げ案が１月

１日付けの規則改正から除外されました。また、勤勉手当支給率の「値切り（年間 0.1 ヶ月分の引上げを今年度

については 0.05 ヶ月）」については、とりあえず 12 月期の 0.05 ヶ月分引上げのみを規則改正するが、これにつ

いても引き続き交渉課題とすることが確認されています。これは、団体交渉（12/19）翌日の交渉継続を求める

申し入れを受けて 12 月 22 日に人事課長を通じて伝えられたもので、組合としては何らの代償措置なしの労働条

件不利益変更は認められないことを基本に引き続き交渉を進めます。 
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◆医学部・附属病院での組合活動活発化進む 

～組合への加入者増を反映～    

小串分会（医学部・附属病院）では、昨年 4月に新採用者オリエンテーションでの休憩時間に行った組合加入

説明会で 80 名近い看護師・医療技術職員等が組合に加入されました。その後、組合役員体制強化が図られ、役

員会の定例開催が定着する等、分会活動の活性化が進んでいます。また、2015 年 10 月に実施した全大教看護職

員アンケートには、約 370 名の看護師（看護師全体の 51.5 %）から回答が寄せられ、自由記述欄へも様々な問

題・要求が届けられました。 

〇――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――〇 

          

◆医学部長・附属病院長等との懇談会開催決まる（２月６日/月 午後） 

看護職員アンケート結果等を踏まえて、人員増・時間外勤務縮減・休憩時間確保 

・夜勤手当増額等、８項目の要望を提出～要求の実現と職場環境の改善を求める 

 

小串分会ではアンケートの結果も踏まえて要望事項をとりまとめ、2016 年 11 月 9 日に医学部長・附属病院長・

看護部長・事務部長に対して団体交渉開催を申し入れました。 

これに対して医学部・附属病院側は、団体交渉を求めるのであれば、「組合執行部と学長との間で対応して欲

しい、懇談であれば従来どおり対応する」としてきたため「懇談申し入れ」に切り替え、12 月 20 日を目途に要

求への回答を文書で示すことと 1月下旬から 2月上旬の間に懇談を実施することを求めていました。 

（具体的な要望事項は３Ｐをご参照ください） 

その結果、２月６日（月）午後 3時から 4時半までの一時間半ということで懇談の開催が決まり、文書回答は

12 月 26 日に資料とともに分会まで届けられました。 

これを受けて分会役員と執行部役員とで12月末・1月上旬・1月中旬と3回に渡って事前の打ち合わせを行い、

実りある懇談とするため引き続き準備を進めているところです。 

団体交渉 

継続 



△急がれる看護師の   

年休取得環境改善！ 
 

今回、病院当局から提示された資料によると、年休の平均取得日数は年間２０日の有給休暇に対して看護師の

平均はわずか 4.8 日となっています。これは、人員不足のために自由に年休を取得できない環境と雰囲気が根強

く残っていることが大きな原因と思われます。 

文書回答では「看護部全体での応援体制づくりに取り組んでおり、実労働時間を確保しつつ、年休取得環境の

改善に取り組んでいる」とされていますが、現場からは「年休を申請したが、看護基準を満たせないという理由

で却下された」「年休をとれず毎年ほとんど流れている」等、大きな不満の声が上がっているのが実態です。    

事務系職員等の場合でも平均 7.9 日と全学の平均を大きく下回っており、全体として医学部・附属病院の労働環

境には厳しいものがあります。さらに、御家族の不幸に際して忌引き休暇を申請した際に日数を制限された事例

もある等、根本原因は看護現場での人員不足にありますが、この改善が急がれます。実際の休暇取得に大きく影

響するシフト勤務希望日が人員確保の都合からとは言え、「原則３日」とされていることに対しても不満の声が

多数上がっています。これに対して病院側回答書では、「小学生以下の育児を行っている職員には可能な限り対

応している」とされています。そうであるなら、そのことをより周知すべきでしょうし、その他の看護師に対し

ても「原則」を外すべきではないでしょうか。          （当局からの回答文書は次号に掲載の予定です） 

△懇談会には一般組合員の方も参加できます 

         ～現場からの生の声を届けましょう  

なお、当日は小串分会役員と山口大学教職員組合執行部役員等が中心となって懇談を行

い、具体的な要求の前進を図りますが、すでに複数名以上の一般組合員の方から参加希望

が届いています。医学部・病院執行部に対して切実な現場からの声を届けるために、組合

としてはもっと多くの方が参加されることが必要と考えています。 

〇――――――――――――――――――――――――――――――――――――〇 

◆全国の仲間が神戸に集い、学び、交流を深めました（11/5～11/6） 

全大教医科系大学教職員懇談会（医大懇）に６名が参加（内４名は小串分会） 

全大教第 27 回医科系大学教職員懇談会（医大懇）が、11 月 5 日（土）～6 日（日）に神戸大学医学部附属病

院で開催され全国から 13 大学 71 名の仲間が集いました。山口大学教職員組合からも小串分会からの 4名を含む

６名が参加しました。医大懇では２日間にわたり活発な議論と情報交換、各職種の交流等が行われました。 

医大懇は毎年 11 月頃に開催されます。来年はもっと多くの皆さんとご一緒しましょう。 

＜参加者からの感想の内、のんたニュース（小串分会機関紙）未掲載分を紹介いたします＞ 

全大教医大懇には、山口大学組合からはず～っと 1～2 名の参加でしたが、今回は画期的な事に病院協議会幹事を

含めて 6名が参加し、全体では 13 大学 71 名の参加でした。年々参加者が少なくなり寂しく思っていましたが、久し

ぶりに活気づいた医大懇でした。 

記念講演は、全大教顧問弁護士の早田由紀子さんによる、25 歳の看護師さんの過労死裁判の痛ましい話から始ま

りました。早田弁護士の話は初めて聴く内容が多かったですがとても分かり易いもので、今後どうしたら医療労働者

の健康を守れるか、その展望が持てる講演でした。若く闊達な早田弁護士からはとっても元気をもらいました。参加

者からも大好評でした。 

分科会は、今までは「魅力ある組合と組織づくり」に一貫して出ていましたが、今回は山口大学からの参加 

人数が多いので分散して参加することが可能となり、初めて第 1分科会「安全・安心の医療をめざして、教職員の労

働条件改善－看護師を中心に－」に出ました。混合病棟、二交代・三交代勤務、サービス残業、諸手当、労基署問題、

ハラスメント、災害時の出勤問題等々、他大学のいろんな状況を知ることが出来て大変勉強になりました。 

初日の夜は神戸市役所 24 階のカフェで、神戸の夜景を眺めながらの立食交流会でした。分科会とは

また違う雰囲気の中で、他大学病院の看護師さん達と気楽な情報交換が出来ました。 

次回の医大懇の開催地はまだ決まっていませんが、来年も山大から大勢が参加して、各分科会への

複数出席をめざしたいものです。特に看護師さんには沢山参加して欲しいと思います。 （Ｒ．Ｋ）

病棟勤務看護師の年休平均取得日数はわずか 4.8 日、 

病棟単位では３日未満も（A病棟 1.9 日、B病棟 2.3 日）






